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秋田県公報
■　目　次　■

　　　条　例
　○秋田県県税条例の一部を改正する条例（３０・税務課）………………………………………………………………２

◇秋田県県税条例の一部を改正する条例（秋田県条例第30号）
１　次に掲げる不動産に係る不動産取得税の税額の減額措置について、その適用期限を平成23年６月30日（現行平成23
年３月31日）まで延長することとした。（附則第16条関係）
　⑴　心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に規
定する助成金の支給を受けて取得する一定の事業の用に供する施設

　⑵　入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和41年法律第126号）の規定に基づき入会権者又は
旧慣使用権者が取得する一定の土地

　⑶　産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成11年法律第131号）に規定する計画に従って譲渡
される不動産

２　施行期日等
　⑴　この条例は、一部を除き、平成23年４月１日から施行することとした。
　⑵　秋田県県税条例等の一部を改正する条例（平成23年秋田県条例第13号）について所要の規定の整備を行うことと
した。

この号で公布された条例のあらまし
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　 秋 田 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 三 年 三 月 三 十 一 日
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